
4 長薬発第 155 号 

令和 4年 5 月 11 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

長野県薬剤師会 

 会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの 

販売に関する留意事項について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及

び留意事項については、厚労省事務連絡で取扱いについて示されてきたところですが、

今般、当該事務連絡発出後の状況を踏まえ留意事項が整理されました。 

研究用抗原定性検査キットについては、薬機法に基づく承認を受けておらず性能等が

確認されたものではないため、消費者が感染しているにもかかわらず、結果が陰性であ

った場合に、新型コロナウイルス感染症に罹患していないと誤解すること等により、医

療機関への受診が遅れ、本人の健康に重大な影響を与える可能性や周囲の者に感染を拡

大させるおそれがあります。 

また、消費者個人がセルフチェック等に使う場合であっても、薬機法に基づく承認を

受けた医療用抗原定性検査キットを用いることを前提に、使用方法の説明や必要に応じ

医療機関等への確実な受診を促すため、令和3年9月27日付で、薬局において医療用抗原

定性検査キットの販売が特例的に認められているところです。 

つきましては、これらの内容について十分ご了知の上、薬局におかれましては、今後、

研究用抗原定性検査キットの販売を控えるなど、引き続き薬事承認に基づき信頼性等が

保証された医療用抗原定性検査キットの適切かつ積極的な取扱い・販売にご協力賜りま

すよう、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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